
   春日部市建設工事等入札審査委員会規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、本市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る設計、

調査及び測量並びに土木施設維持管理の業務委託（以下「建設工事等」とい

う。） の一般競争入札の内容に関すること及び指名競争入札に参加する者（以

下「指名業者」という。）の選定、その他必要な事項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 一般競争入札の円滑な事務運営及び指名業者の公正な選定を図るため、

春日部市建設工事等入札審査委員会（以下「委員会」という。）及び春日部

市建設工事等入札審査委員会小委員会（以下「小委員会」という。）を置く。 

 （委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者をもってこれに充てる。 

  副市長、総合政策部長、財務部長、総務部長、建設部長、都市整備部長、

上下水道部長、学校教育部長、契約課工事検査担当課長 

２ 委員長は、副市長をもってこれに充てる。 

３ 副委員長は、総務部長をもってこれに充てる。 

 （小委員会の委員） 

第４条 小委員会の委員は、次に掲げる者をもってこれに充てる。 

  総務部長、総務部次長、政策企画課長、公共施設事業調整課長、廃棄物対

策課長、農業振興課長、道路建設課長、河川課長、公園緑地課長、まちづく

り推進課長、鉄道高架推進課長、施設管理課長、工務課長、教育施設課長 

２ 委員長は、総務部長をもってこれに充てる。 

３ 副委員長は、総務部次長をもってこれに充てる。 

 （委員会の委員長等） 

第５条 委員会及び小委員会の委員長は、委員会及び小委員会を代表し、会務

を総理し、会議の議長となる。 

２ 委員会及び小委員会の副委員長は、委員会及び小委員会の委員長を補佐し、

委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 委員会及び小委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会及び小委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに開催する。 



３ 委員会及び小委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くこと

ができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見又は

説明を聴取することができる。 

６ 会議は、非公開とする。 

 （審議事項） 

第７条 委員会は、設計金額が３，０００万円を超える建設工事等の入札にか

かる一般競争入札の内容に関すること、指名業者の選定に関すること、入札

の参加停止に関することその他委員長が必要と認めた事項を審議する。 

２ 小委員会は、原則として設計金額が ３，０００万円以下の建設工事等の入

札にかかる一般競争入札の内容に関すること及び指名業者の選定に関するこ

と、その他委員長が必要と認めた事項を審議する。 

３ 前２項の規定に係わらず、委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決

により特に指定したものは、審議を要しないことができる。 

 （指名業者の選定等） 

第８条 前条で規定する指名業者の選定は、契約の種類及び金額に応じ別に定

める春日部市建設工事請負等競争入札参加者の資格及び資格審査会に関する

規則（平成１７年規則第１２８号）第８条の規定に基づいて格付けされた者

のうちから委員会において選定するものとする。 

２ 建設工事等の指名業者の選定は、別に定める区分に従い行うものとする。

ただし、前項の規定にかかわらず工事の施工上、必要があるときは、Ａ、Ｂ、

Ｃ及びＤの格付け区分の直近上位の者から選定することができるものとする。 

 （指名業者の欠格要件等） 

第９条 次の各号のいずれかに該当する者は、指名選考の対象外とする。 

 (1) 入札参加停止措置の期間にある者 

 (2) 営業停止命令中の者及び営業休止中の者 

 (3) その他不適格と認められる者 

２ 前項各号で規定する欠格要件の解除時期は、それぞれ次のとおりとする。 

 (1) 前項第１号規定の場合 

   入札参加停止措置の期間が満了したとき。 



 (2) 前項第2号規定の場合 

   営業停止命令中の者については、当該命令が解除された日、営業休止中

の者については、営業を再開した旨を本委員会において認めた日 

 (3) 前項第3号規定の場合 

   本委員会で定める期間を経過したとき。 

 （秘密の保持） 

第１０条 委員会及び小委員会の会議に出席した者は、会議の内容に関して秘

密を保持しなければならない。 

 （議事録等） 

第１１条 委員会及び小委員会は、会議の議事録を常に整備しておかなければ

ならない。 

２ 会議の議事は、公表しない。 

 （庶務） 

第１２条 委員会及び小委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。 

 （その他） 

第１３条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。 

   附 則（平成１７年１０月１日規則第１２７号） 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則施行前までに、春日部市建設工事等請負業者指名審査委員会規則

（平成４年春日部市規則第４３号）又は庄和町建設工事等請負業者指名審査

委員会規則（昭和５７年庄和町規則第８号）の規定によりなされた契約に関

する事務のうち、この施行規則の際引き続き継続しているものについては、

それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

   附 則（平成１９年４月１日規則第２８号） 

 （施行期日） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年４月１日規則第２７号） 

 （施行期日） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日規則第２５号） 



 （施行期日） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２６日規則第３２号） 

 （施行期日） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２７日規則第２３号） 

 （施行期日） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２８年３月３１日規則第８５号） 

（施行期日） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２８日規則第３３号） 

（施行期日） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日規則第３３号） 

（施行期日） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年３月２４日規則第２９号） 

（施行期日） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


